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製品安全データシート 
アンチモン酸ソーダ ＳＡ-Ａ、ＳＡ-ＡＦ、ＳＡ-Ｃ 

 

  

1.化学物質等及び会社情報 

アンチモン酸ソーダ 化学物質等の名称: 

日本精鉱株式会社   会社名: 

東京都新宿区下宮比町３－２   住  所: 

日本精鉱株式会社営業部     担当部門: 

電話番号（０３）３２３５－００３１    連絡先: 

ＦＡＸ番号（０３）５２６１－７３３５  

日本精鉱株式会社 中瀬製錬所 品質保証課  緊急連絡先： 

電話番号（０７９）６６７－２１２１   

mail@nihonseiko.co.jp 電子メール： 

合成樹脂の難燃助剤、ガラス清澄剤、乳白剤等  推奨用途及び使用上の制限： 

 

2.危険有害性の要約 

通常の取り扱いでは特に危険性はない   最重要危険有害性及び影響： 

  ＧＨＳ分類： 

:分類対象外（区分外）    物理化学的危険性 

急性毒性（経口）        ：分類できない    健康に対する有害性 

急性毒性（経皮）        ：分類できない       

急性毒性（吸入：蒸気）     ：分類対象外  

皮膚腐食性/刺激性        ：分類できない  

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性  ：分類できない  

呼吸器感作性          ：分類できない  

皮膚感作性           ：分類できない  

生殖細胞変異原性        ：分類できない  

発癌性             ：分類できない  

生殖毒性            ：分類できない  

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露) ：分類できない  

特定標的臓器/全身毒性(反復暴露) ：分類できない  

吸引性呼吸器有害性       ：分類できない  

水生環境有害性・急性      ：分類できない 環境に対する有害性 

水生環境有害性・慢性      ：分類できない  

  

 ラベル要素： 

なし    絵表示又はシンボル 

なし 注意喚起語 

なし    危険有害性情報 

※本物質は、労働安全衛生法での“名称等を表示すべき有害物”

の対象物質では無い事、並びに現在GHS標記への移行作業中であ

り、MSDS標記と包装紙やラベルへ標記とは異なる標記となって 

 

おります。 
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注意書き 【予防策】 

 全ての安全注意を読み終えるまで取り扱わないこと。 

粉塵を吸入しないこと。 

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙はしないこと。 

適切な保護具、手袋、防塵マスク及び顔面用保護具を着装するこ

と。 

取り扱い後は、粉塵との接触部位を十分洗浄する事。 

【対応】 

皮膚に付着した場合: 汚染された衣服や靴等の汚れを落としたの

ち､付着部又は接触部を石鹸水で洗浄し､多量の水を用いて洗い流

す｡ 

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移動し､鼻をかませ､うがいを

させる。  

 

3.組成・成分情報 

単一化合物 単一製品･混合物の区別： 

アンチモン酸ソーダ          化学名： 

アンチモン酸ナトリウム 別  名： 

Ｓｏｄｉｕｍ Ａｎｔｉｍｏｎａｔｅ 英語名： 

ＳＡ-Ａ、ＳＡ-ＡＦ：ＮａＳｂＯ化学式又は構造式: ３ 

 ＳＡ-Ｃ      ：ＮａＳｂＯ
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成分及び含有量: 

危険有害不純物: 

官報公示整理番号: 

ＣＡＳ番号: 

 

ＥＩＮＥＣＳ番号: 

３・３Ｈ２Ｏ 

ＮａＳｂＯ３・ｎＨ２Ｏ純度は別紙グレード不純物一覧表に記載 

別紙グレード不純物一覧表に記載 

既存化学物質Ｎｏ．１－５０６ 

ＳＡ-Ａ、ＳＡ-ＡＦ：１５４３２－８５－６ 

ＳＡ-Ｃ      ：３３９０８－６６－６ 

ＳＡ-Ａ、ＳＡ-ＡＦ：２３９－４４４－７ 

ＳＡ-Ｃ      ：２５１－７３５－０ 

 

 

4.応急措置(医師の処置を受けるまでの救急方法) 

汚染された衣服や靴等の汚れを落としたのち､付着部又は接触部

を石鹸水で洗浄し､多量の水を用いて洗い流す｡ 

皮膚に付着した場合: 

 

  

空気の新鮮な場所に移動し､鼻をかませ､うがいをさせる。 吸入した場合: 

    

直ちに清浄な水で１５分間以上洗浄を行なう｡ 目に入った場合: 

  

直ちに医師の手当てを受ける｡  飲み込んだ場合: 

 

5.火災時の措置 

当該製品については特に制約は無く､水､粉末､炭酸ガス消火器を

用いて周辺火災を防ぐ｡   

消火剤: 

 

当該製品は着火しない｡ 特定の危険有害性： 

周辺火災の場合は､速やかに安全な場所に移す｡   消火を行なう者の保護： 

保護具を着用し､風下で作業しない。 

 



6.漏出時の措置 

作業時には暴露防止の保護具を着用し､風下で作業しない。 人体に対する注意事項： 

漏出物が河川等に排出されないように注意する。 環境に対する注意事項： 

少量の場合､箒等で掃き寄せ容器に回収して産業廃棄物として処理

する｡  

回収・除去方法： 

 

多量の場合､飛散したものは空容器に可能な限り回収し､残留物は

注意深く完全に集め､産業廃棄物として処理する。 

 

 

  

飛散した場所にはロープを張るなどして人の出入りを禁止する。 二次災害の防止策： 

 

7.取り扱い及び保管上の注意 

 取り扱い：  

取り扱い時には保護具を着用して､目､口､皮膚への接触を防ぐ｡  技術的対策 

取り扱いは換気の良い場所で行う｡                 

休憩場所には､手洗い､洗顔等の設備を設け､取り扱い後に手､顔等

を良く洗う｡                          

 

 

休憩場所には､手袋等の汚染された保護具を持ち込んではならな

い｡                                    

 

 

指定された場所以外では､飲食､喫煙を行ってはならない。  

   

飛散した粉塵を吸い込まないようにすること｡ 安全取扱注意事項 

口に入れないこと｡     

目や皮膚に接触させないこと｡  

作業後は手や顔を洗い､汚れた衣服を着替えること｡  

河川等に廃棄しないこと｡              

 保管: 

吸湿を避ける為､湿度の低い換気のよい場所で､密封状態で保管す

る｡                       

保管条件 

 

容器は､容器試験基準に適合していることを自主確認する事｡    容器包装材料 

 

８.暴露防止及び保護措置 

無し｡ 管理濃度:   

日本産業衛生学会(2004～2005年度版); ０．１ｍｇ／ｍ３ 許容濃度: 

 (アンチモン及びアンチモン化合物に対してＳｂとして) 
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 ＡＣＧＩＨ(2005年度版);０．５ｍｇ／ｍ３ 

 (アンチモンとアンチモン化合物及びＳｂ２Ｏ３の取り扱いと使用

に対してＴＬＶ－ＴＷＡ Ｓｂとして)    

  

設備対策: 屋内においては､通気性を良くし､屋内換気及び排気装置を設置す

る｡屋外においては風上から作業する｡  

  洗顔設備､洗眼設備､シャワー設備を作業場近くに設置する。 

  

保護具: 呼吸器の保護具     ;防塵マスク 

 手の保護具       ;ゴム又はビニール製         

 目の保護具       ;普通型保護眼鏡またはフェイスシールド

 皮膚及び身体の保護具 ;長袖の作業衣  



9.物理的及び化学的性質 

外観（物理的状態）:  

  色 白色粉末 

  臭い 無臭 

  

分解点: １，４２７℃ 

融点: 無し。 

発火点: 無し｡ 

蒸気圧: ― 

揮発性: 無し｡ 

可燃性: 無し。 

酸化性: 常温では無し。 

自己反応性・爆発性: 無し。 

比重② ＳＡ-Ａ、ＳＡ－ＡＦ：４．０ : 

ＳＡ-Ｃ      ：３．９  

 溶解度: 

ＳＡ-Ｃ      ：可溶 水 

ＳＡ-Ａ、ＳＡ－ＡＦ：微溶  
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その他① 濃塩酸､濃硫酸には可溶である｡ 

 

 

10.安定性及び反応性 

常温、常圧の通常状態下では安定である。 安定性： 

  

水素ガスとの混触を避ける｡（毒性のスチビンＳｂＨ特定条件下での危険な反応: ３の発生） 

  （危険有害な反応生成物）  

 

11.有害性情報（人についての症例､免疫学的情報を含む） 

ＬＤ急性毒性（経口）： ５０（経口 ラット）；＞５０００ｍｇ／ｋｇ 

皮膚刺激性 アンチモン化合物として刺激性ありとの記載がある。 

眼刺激性： アンチモン化合物として刺激性ありとの記載がある。 

知見データなく、分類できない。 生殖細胞変異原性： 

  

発癌性:  

日本産業衛生学会 ガン原性分類はされていない｡ 

ＡＣＧＩＨ(産業衛生専門家会議) ガン原性分類はされていない｡ 

ガン原性分類はされていない｡ ＥＰＡ(米国環境保護庁) 

ガン原性分類はされていない｡ ＮＴＰ(米国国家毒性プログラム) 

ガン原性分類はされていない｡ ＥＵ(欧州連合) 

ガン原性分類はされていない｡ ＩＡＲＣ(国際ガン研究機関) 

  

知見データなく、分類できない｡ 生殖毒性: 

知見データなく、分類できない。 特定標的臓器・全身毒性: 

 (単回暴露) (反復暴露) 

吸引性呼吸器有害性 知見データなく、分類できない。 

 

 



12.環境影響情報 

無機酸化物固体で非該当｡ 残留性／分解性: 

知見データなく、分類できない｡ 蓄積性: 

知見データなく、分類できない。 生態毒性： 

知見データなく、分類できない。 水生環境有害性・急性：  

知見データなく、分類できない。 水生環境有害性・慢性： 

 

13.廃棄上の注意 

残余廃棄物： 産業廃棄物として処理する｡ 

汚染容器・包装： 産業廃棄物として処理する｡ 

※廃棄については、各地域の廃棄規制に注意し、従うこと。 

14.輸送上の注意 

車両には､運搬事故時の応急処置に必要な暴露防止上の保護具､及

び漏出時の為の道具を備える｡ 

陸上［鉄道／道路］： 

 

非該当 容器表示: 

非該当 国連分類: 

危険有害不純物Ａｓ０．５％未満の為非該当 国連番号: 

  

国連規則: 特別規定ＳＰ４５条は、国連番号１５４９（危険物分類クラス６．１、包装等級３に適

用される。総重量中ヒ素が０．５％を超えないアンチモン硫化物および酸化物はこれらの規則の対

象とはならない。 

15.適用法令 

アンチモン(要監視項目指定) 水質汚濁防止法関連: 

対象有害廃棄物(Ｙ２７:アンチモン化合物) バーゼル条約: 

第１種指定化学物質(法第２条第２項、施行令第１条別表第１、

Ｎｏ．３１アンチモン及びその化合物) 

ＰＲＴＲ法: 

 

労働安全衛生法: 名称等を通知すべき有害物(法第５７条の２､施行令第１８の２、

別表第９ Ｎｏ．３８アンチモン及びその化合物) 

※適用法令については、各地域の法規制に従うこと。 

16.その他の情報 

工業用原料。(合成樹脂の難燃助剤、ガラス清澄剤、乳白剤等) 用途(使用目的): 

   

記載内容は現時点で入手できた資料､情報､データ等に基づいて 記載内容の取り扱い: 

作成しており､新しい知見により改訂される事があります｡  

また､注意事項は通常の取り扱いを対象としたものですので､特別

な取り扱いをする場合には､用途･用法に適した安全対策を実施の

上ご使用下さい｡ 

 

  

 

  

引用文献等: ①(財)製品評価技術基盤機構(ＮＩＴＥ)ＧＨＳ分類結果 

 ②１４７０５化学商品(化学工業日報社) 

 ③許容濃度提案理由書集 日本産業衛生学会編 

 ④Teck Cominco American Incorporated Industrial MSDS 

 ⑤GLCC Laurel,LLC MSDS  
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来 歴： 版番号 発行日 制定・改訂内容 
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01 93.11.09 新規作成  

  02 95.12.01 総合見直し  

  03 

 

96.04.01

 

フォーマットの変更 

危険有害性レベル基準の見直し 

 

 

  04 96.05.10 2.6 微量不純物表示をppm→%表示に変更  

  05 

 

 

 

98.04.10

 

 

 

2.6 微量不純物見直し                   

2.9 国連分類修正 

2.8 CAS番号修正 

15.2 追加 

 

 

 

 

  06 00.04.25 15.3,15.4 追加              

  07 01.05.09 SA-A, SA-SとSA-Cに分割           

  08 03.01.30 PRTR対応及び毒性情報追加   

09 06.06.30 14項に国連規則の追加と国連番号の削除  

10 07.07.25 GHS対応全面見直し  

 11 09.09.30 PRTR法改定のため政令指定番号変更 

 

アンチモン酸ソーダグレード別純度と不純物一覧表 

  

ＳＡ－ＡＦ ＳＡ－Ａ ＳＡ－Ｃ 

 

ＮａＳｂＯ （%） 98.4 98.4  ３  

ＮａＳｂＯ３・３Ｈ２Ｏ（%）   99.4 

Ａｓ(%) 0.03 0.03 0.03 

Ｐｂ(%) 0.01 0.01 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


